
ライフセービングルール

火気作業

可燃性・易燃性物質を発火源から取り除く、あるいは隔離し
ます。

接地手段と個人用保護具を使用します。

承認された指定区域外で火気使用作業を実施する場合は、
許可書を取ります。

緊急時の対応と設備があり、すぐに使用できることを確認し
ます。

発火源を管理し、火災や爆発の
危険性を排除する

安全である場合にのみ作業を開始し、そうでない場合は
作業を停止します。


